
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉課 令和３年６月１０日発行 

【接種の種類】 
〇接種方法については、「集団接種」と「個別接種」の２通りあり
ます。 

 
・「集団接種」は、町が日曜日に実施する接種です。 
 
・「個別接種」は、診療所が平日に実施する接種となります。 
 
※個別接種希望の方は、直接、知床らうす国保診療所へ連絡してく
ださい。 

 詳しくは、本日発行の「知床らうす国保診療所からのお知らせ」
を参照ください。 

 

第４回目以降の「集団接種」の手順（接種までの流れ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【接種日程】 
＜第４回目＞４クール 250名程度（会場；町民体育館） 

 ７月１１日（日）、８月１日（日） 

 

＜第５回目＞５クール 360名程度（会場；町民体育館） 

 ８月２２日（日）、９月１２日（日） 

 

＜第６回目＞６クール 360名程度（会場；町民体育館） 

 ９月５日（日）、９月２６日（日） 

新型コロナワクチン接種の予約に関するお問い合わせ 

＜コールセンター（役場保健福祉課内）＞ 

TEL０５７０－６６６―８９６へお問い合わせください。 

時間帯；９：００～１２：００及び１３：００～１７：００（土日祝を除く） 

※特別回線を増設し対応しますが、回線が混雑することがありますのでご了承ください。 

55歳以上 64歳の方 

① 集団接種でのワクチン接種の希望確認を行うため、５５歳以上６４歳

（令和３年６月１日時点）の方に個人に封書で通知します。  

・接種希望と基礎疾患の有無に〇印し、同封の返信用封筒（黄緑色）にて

投函してください。 

（基礎疾患の範囲は同封される別紙でご確認下さい。） 

②接種日程（右頁）に沿って、原則、基礎疾患を有する方を優先に、町から

本人へハガキで通知します。 

※４クールにつきましては６月２４日（木）までに返信いただいた方から割当てします。 

③通知ハガキが届きましたら、記載の日時に従って接種してください。 

※記載の日時でご都合が悪い場合は、ご連絡をいただきますようお願い致し

ます。次の機会に優先します。 

※５５歳以上６４歳の方のコロナワクチン接種券につきましては、６月末頃に郵送予

定です。 お手元に届きましたら、紛失しないように大切に保管してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（受付時間） 午前 8：30～ 10：30   午後 14：00～ 14：30  

 

 

予約・お問い合わせ：知床らうす国保診療所   ＴＥＬ  ８７－２１１６ ＦＡＸ ８７－３５５０

  

新型コロナウイルスワクチン接種予約申込書（ＦＡＸ兼用） 

住  所 目梨郡羅臼町       町 

連絡先 
電話番号 （        ）      － 

携帯電話 （         ）      － 

1 
申込者 

ふりがな  診察券番号  

氏 名                            男 ・ 女 

生年月日 大・昭    年     月     日 （     歳） 

第１希望 ：   月   日  （午前・午後） 第２希望 ：   月   日  （午前・午後） 

2 
申込者 

ふりがな  診察券番号  

氏 名                           男 ・ 女 

生年月日 大・昭    年     月     日 （     歳） 

第１希望 ：   月   日  （午前・午後） 第２希望 ：   月   日  （午前・午後） 

3 
申込者 

ふりがな  診察券番号  

氏 名                            男 ・ 女 

生年月日 大・昭    年     月     日 （     歳） 

第１希望 ：   月   日  （午前・午後） 第２希望 ：   月   日  （午前・午後） 

4 
申込者 

ふりがな  診察券番号  

氏 名                            男 ・ 女 

生年月日 大・昭    年     月     日 （     歳） 

第１希望 ：   月   日  （午前・午後） 第２希望 ：   月   日  （午前・午後） 

※第 1希望、第 2希望の欄には１回目の接種希望日をご記入下さい。2回目の接種日は３週間

後となります。 

※個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。 

 

 新型コロナウイルスワクチン予約専用ＦＡＸ ８７－３５５０    
お掛け間違いのないようご注意ください。 

日 月 火 水 木 金 土 

   

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

○ 

6 

○ 

7 

○ 

8 

 

9 

○ 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

○ 

14 

○ 

15 

○ 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

○ 

20 

○ 

21 

○ 

22 

 

23  

  

24 

 

25 

 

26 

○ 

27 

○ 

28 

 

29 

○ 

30 

   

31 

知床らうす国保診療所からのお知らせ 

予約開始  ７月の接種予約は６/２１（月）から 

５５歳から６４歳までの接種券をお持ちの方が対象です。 

※年齢は令和３年６月１日現在の年齢です※ 

予約方法 ①ＦＡＸ ②電話 ※ＦＡＸ予約の方は後日接種確定日・時間をご連絡致します。 

予約時間  平日１５：００～１７：００ （時間厳守） 

※電話が混み合い、つながりにくくなる恐れがありますがご了承ください。 

※密を避けるため、当面窓口での予約は受付けておりませんのでご注意ください。 

※ワクチンが入荷しない場合、キャンセルになる場合があります。 

※発熱や体調不良以外でのキャンセルは御遠慮ください。 

※役場の集団接種と重複予約は御遠慮ください。 

 

き     

り    

と     

り 

持 ち 物 

① 接種券 

② 予診票 

③ 本人確認書類（保険証、免許証な

ど） 

④ お薬手帳（かかりつけ医療機関が他

の医療機関の場合） 

 

 

 

7月 接種可能日          180名／月    











 

令和 3年度 給付金のお知らせ 
 

羅臼町では、新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込み等により、業績が悪化し

ている町内の事業者の内、特に影響の大きい飲食店事業者、宿泊事業者、観光事業者の皆様に、

経営の安定と事業の継続を目的とした、給付金による支援を実施することと致しました。 

 

■交付対象■  交付対象に該当するかご確認ください。 

◆ 飲食店事業者  （食堂、居酒屋、喫茶店、スナック、バー） 

◆ 宿泊事業者  （旅館、ホテル、民宿） 

◆ 観光事業者  （観光船、土産店） 

 

・令和３年５月１日現在で開業しており、引き続き１年以上営業する意思があること 

・町税等の滞納が無いこと。若しくは納付について協議し、納税等の計画を適正に履行していること 

・暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと 

■給付金の額■  法人か個人事業主かは問いません。   一律 ２０万円 
   ・複数の店舗や複数の事業を展開する事業者であっても、２０万円の給付です。 

 

■申請期間■  ６月１日（火）～６月３０日（水）まで 
※土日、祝日は受付しておりません。   

■給付金申請に必要な書類■  郵送でも申請頂けます。 

◆羅臼町新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金交付申請書  （別記様式第 1号） 

◆羅臼町新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金請求書 （別記様式第 2号） 

◆通帳の写し   ※申請者の振込先金融機関、口座番号が確認できるもの 

◆確定申告書の写し  ※個人事業者のみ 

※別記様式第 1号及び別記様式第 2号は役場庁舎内及び商工会窓口に置いてあります。 

羅臼町ホームページでもダウンロードできます（準備が整い次第）。 

 

 

【問合せ先・申請書郵送先】 羅臼町役場産業創生課 商工観光担当 電話（0153）87－2126 

住所 〒086－1892 目梨郡羅臼町栄町 100番地 83 

羅臼町独自支援事業  羅臼町新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金 

 



ごみの捨て方
①ごみ箱にごみ袋をかぶせま
す。いっぱいになる前に早め
に②のとおりごみ袋をしばっ
て封をしましょう。

②マスク等のごみに直接
触れることがないよう
しっかりしばります。

※万一、ごみが袋の外に
触れた場合は、二重にご
み袋に入れてください。

③ごみを捨てた後は石鹸を
使って、流水で手をよく洗
いましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方な
どがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッ
シュ等のごみを捨てる際は、以下の『ごみの捨て方』に沿って、
「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして
「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。

• 『ごみの捨て方』に沿っていただくことにより、ご家族だけでなく、
皆様が出したごみを扱う廃棄物処理業者の方にとっても、新型コロナ
ウィルスなどの感染症対策として有効です。

• 新型コロナウイルス感染予防に関わらず、使用済みのマスク等のごみ
を捨てる際にも、『ごみの捨て方』を参考に、「ごみに直接触れな
い」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして「ごみを捨てた後
は手を洗う」ことに注意しましょう。

新型コロナウイルスなどの感染症対策としての
ご家庭でのマスク等の捨て方

※このチラシ作成にあたり環境省資料を参考に作成しております。

令和3年6月10日発行

羅臼町

町政だより



シニア世代のみなさまへ                     保健福祉課 令和 3 年 6月 10 日発行 

 

 

 

 

 先の見えない自粛生活・・・。高齢者では「動かないこと（生活不活発）」により、身体や頭の働きが低下し、

フレイル（虚弱）が進んでしまうことがあります。新型コロナに負けないように、フレイル（虚弱）を予防し、

からだの抵抗力を下げないようにしましょう。 

☆健康管理 

 ・手洗い、うがい、マスクの着用をしっかり行いましょう。 
  ※ワクチンを受けた後も、手洗い・うがい・マスクはまだ必要です！！ 

 ・毎日、体調や体温をチェックし、かかりつけ医へ定期的に行きましょう。 

 ・週１回は体重が極端に減っていないかチェックしましょう。 

 ・室内の温度と湿度の調節、換気をマメに行いましょう。 

  

☆運動・身体活動 

・庭仕事や家事の積み重ねも立派な身体活動です。床拭き、洗濯、庭掃除等、家の中でも意識し 

て体を動かし、１日６,000～７,000 歩を確保しましょう。 

 ・運動不足の方には、ラジオ体操やテレビ体操がおすすめ。習慣化すれば生活リズムも整います。 

・いつも室内で運動している方は、自宅でできるものをいつもどおり実践しましょう。 

 

☆こころと頭の健康 

 ・音楽を聞いたり、読書をしたり、ゆっくりと湯船につかったりするなど、リラックスする時間 

  を持ちましょう。 

 ・囲碁や将棋、麻雀、ゲーム等も脳の活性化につながります。 

 ・一日の始まりに、今日の日付と天気を確認するのもおすすめ。声に出して読み上げるとなお良 

いです。 

 ・創作活動にチャレンジ。絵を描いたり、日曜大工や編み物をしたり、新しい料理メニューの考 

案もおすすめです。 

 

☆栄養・お口の健康 

 ・１日３食、少量ずつでもいろいろな食品を食べて、栄養不足を防ぎましょう。 

 ・宅配や配食サービスも上手に活用しましょう。 

 ・何でも食べられるよう、歯や義歯の清掃はしっかり行い、お口の健康を保ちましょう。 

 

☆社会参加・交流 

 ・感染症対策をとりながら、１日１回以上の外出を心がけましょう。 

 ・お互いの間隔をあけて、ウォーキングや散歩も楽しみましょう。 

 ・離れて暮らす家族や友人と、電話・メールなどで交流しましょう。 

 

 



町政だより 令和３年６月１０日　発行

総務課　防災担当　☎０１５３―８７―２１１１
避難情報など防災に関するお問い合わせは

　　羅臼町防災バッグもご活用下さい！
（感染症対策も忘れずにお願いします）

これまでの避難情報

発令時の状況と新たな避難情報
警戒

5

4
災害発生のおそれが高い！全員避難！

・避難指示
・避難勧告

3
災害発生のおそれあり。高齢者等は避難。

避難準備・
高齢者等避難開始

災害発生または切迫！直ちに安全確保！

～～～～＜警戒レベル４までに必ず避難！＞～～～～

避難勧告は廃止されました

避難指示で必ず避難してください

高齢者等避難

緊急安全確保

避難指示

レベル

災害発生情報
(災害を確認した際に発令)

警戒レベル５はすでに安全

な避難ができず、命が危険な状況で

す。直ちに命を守る最善の行動を！

警戒レベル５「緊急安全確保」の

発令を待ってはいけません！

避難勧告は廃止です。

これからは、警戒レベル４「避難指

示」が町から発令された場合は速や

かに危険な場所から全員避難しま

しょう！

町の指定する避難場所に限らず、

安全な親戚・知人宅への避難など、

その時点で最善の避難を！

避難に時間のかかる高齢者

や、支援の必要な方は、警戒レベル

３「高齢者等避難」が町から発令さ

れた場合速やかに危険な場所から避

難しましょう！

また、高齢者以外の方も普段の行

動を見合わせたり、避難の準備をし

たり、自主的な避難も考えましょう。

３４５

警戒レベルは最大５までとなっていますが、警戒レベル

５となった時には既に災害が発生しているか、安全な避難

ができない状況です。「警戒レベル３はまだまだ避難しな

くて大丈夫。」「警戒レベル５にならなければ危険じゃな

い。」という意識やめましょう。

また、いざという時すぐに避難ができる様、非常用持出

品をリュックなどに入れて準備し、持出しやすい場所に保

管しておきましょう。



お問合せ先 

羅臼町役場 保健福祉課 電話 87-2161 

町政だより                            令和３年６月１０日発行 

  

 

 

 

 

 

 

現在、児童手当を受けている方は、６月分以降の児童手当等を引き続き受

けるには「現況届」の提出が必要です。 

※「現況届」は６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き 

受ける要件を満たしているか確認するためのものです。 

「現況届」を提出しなければ、６月分以降の児童手当は支給されません。 

 

現況届は６月期支払通知書に同封していますので、内容を確認していただ 

き、必要事項記載のうえ、印鑑を押して提出して下さい。（郵送可） 

提出期限は令和３年７月９日(金)まで 
 

【現況届と一緒に提出してもらう書類】 

● 国民年金以外の年金に加入している場合、受給者の保険証のコピーを 
添付して下さい。 

 

● お子さんと別居して暮らしている場合、保健福祉課窓口にあります、 

 別居監護申立書を添付してください。（印鑑をご持参ください。） 

 

● その他、必要に応じて書類等を提出していただくことがあります。 

 

 

 

 



 

児 童 手 当 

 

 

○支給対象  中学校までの児童を養育している方 

○支給額  ３歳未満             １５，０００円 

      ３歳以上中学校修了前 １０，０００円 

(小学校修了前の第３子以降は１５，０００円) 

 

○支払時期  原則 ６月（2 月～5 月分）・１０月（6 月～9 月分）・２月（10 月～ 

１月分）にそれぞれ支給されます。 

 

 

現況届以外の申請や届出について 

 

【役  場  窓  口】 役場１階 保健福祉課（電話８７－２１６１）になります。 

 

○お子さんが生まれた時  認定請求書または額改定請求書（二人目以降）を提出して 

下さい。 

             印鑑、保険証、個人番号、銀行等の口座番号がわかるものを

持参下さい。 

 

○羅臼町外に転出する時  受給事由消滅届を提出して下さい。 

             現在登録している口座を解約する場合は、印鑑、銀行等の口

座番号がわかるものを持参下さい。 

 

○児童を養育しなくなっ  受給事由消滅届を提出して下さい。 

た時           

 

○そ   の   他   氏名の変更、振込先の変更等があった場合は、申請もしくは 

届出が必要です。 

             詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。 
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開催⽇時 令和3年6⽉27⽇（⽇） 13時∼15時

開催場所 らうすぽ（羅⾅町⺠体育館）

開催内容 地元チームとの交流試合の開催、トークショー、紅⽩戦ほか

参加⽅法 完全申込制（右記のとおり）※羅⾅町⺠限定

参�加�費 無料

そ�の�他 新型コロナウイルスの影響により延期となる可能性

     がありますので、予めご了承ください。

そうだ、らうすぽに⾏こう。



����⽉ �⽇7 1
 ���利�⽤��時��間（�⽉〜⼟） 9:00〜21:00
        �� ��（⽇）�����9:00〜17:00
  住   �����所� 北海道⽬梨郡羅⾅町栄町102番地

  お問い合わせ� 社会教育課 ℡0153−87−2004

らうすぽ（羅⾅町⺠体育館）

�リニューアルオープン

（⽊）

令和3年6⽉10⽇発⾏ 町政だより

記念事業観覧申込について
 令和3年6⽉27⽇（⽇）に、らうすぽ（羅⾅町⺠体育館）のリニューアルオープンを迎える運びとな
り、記念事業といたしまして、⽇本初のプロバレーボールチーム「ヴォレアス北海道」をお招きし、

町内のバレーボール少年団などとの交流戦やプロ選⼿による紅⽩戦などを企画しております。

 つきましては、観覧を希望される場合は、下記のとおりお申込みをお願いいたします。
��

               �������������������������観覧希望者申し込み書

1．⽒名         2．住所               3．年齢               

4．保護者（幼稚園児・⼩学⽣のみ記載）                               

5．連絡先                                            

申込⽅法
【申 込 先】羅⾅町教育委員会 社会教育課

【申込締切⽇】令和３年６⽉２３⽇（⽔）１７時３０分まで 

①電話でのお申込み 0153−87−2004
 上記1〜5を電話でお伝えいただきお申込みください。
②FAXでのお申込み �0153ー87−2256
 本申し込み書に必要事項をご記⼊のうえ送信願います。

③メールでのお申込み sec.shakyo@rausu-town.jp
 本アドレスに上記1〜5の必要事項をご記⼊のうえ送信願います。
※幼稚園児、⼩学⽣につきましては、保護者の同伴となります。

※本記念事業につきましては、羅⾅町⺠限定になります。

⼀�般�開�放

∼
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【お問い合わせ先】羅臼町図書館 TEL：0153-87-2004 FAX：0153-87-2256

〇対 象 図書館の利用登録のある全町民

（登録のない方はご相談ください！）

〇冊 数 1人１０冊

〇貸 出 期 間 2週間

図書館休館中は、再開まで延長しています。

〇申込み方法 電話 … 87-2004

（教育委員会につながります。「図書館」を指名してください！）

平日 9：00～17：30

ＦＡＸ … 87-2256 （右記の申込様式をご活用ください☞）

メール … rausu-library@rausu-town.jp

〇本の探し方 図書館にどんな本があるかは、HPで検索できます。

「ブックリスト」や「今日の一冊」で本を紹介していますので、ぜひ

チェックしてみてください！

羅臼町図書館HP → http://www.lib-finder.net/rausu/

〇そ の 他 １人何度でもご利用可能です。ただし、貸出冊数が１０冊を超える場合

は、今借りている本を返却後再度お申し込みください。

休館中の本の返却は、図書館前設置の返却ボックスに入れる、または

再開後直接ご返却ください。

●感染症対策 宅配する本は包装前にアルコール消毒して、お送りします。

※FAX・メールで申し込みの場合は、住所・氏名・連絡先・ご希望の本を明記のうえお送りくだ

さい。図書館職員が確認のうえ、ご連絡いたします。２４時間受け付けていますが、土日・祝日の

申込みは月曜日以降の受付となりますのでご了承ください。



羅臼町図書館 HP 
QRコード 

【無料！図書宅配サービス】専用申込様式 

羅臼町図書館宛 FAX 87-2256     枚数 ／ 
電話受付/87-2004 受付時間/平日 9：00～17：30     

★このまま送信してください。 

FAX受信後、確認のご連絡をいたします。土・日の受付は月曜以降になります。 

氏名  申込日  月  日 

住所（番地まで） 〒 

電話番号 
 

本の希望内容に

ついて 

・司書にお任せも OK！希望を聞きとりし、かなう範囲で選びます。 

・一人 10冊まで可。 

連絡時間帯希望 連絡の取りやすい時間帯 → なし ・ 日中 ・   時頃 

蔵書検索システ

ムについて 

・自分で読みたい本を探すには、蔵書検索システムが便利

です。図書館にある本が探せますよ！本が見つかったら、

下記にご記入ください。 

（注）図書館にない本は要相談になります。  

題名・作者  □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 

題名・作者 □ 
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産業創生課（℡87-2126） 

  

 

 

 

 住宅の屋根に巣づくりをしているカモメの被害に対し、親鳥以外の駆除を行う 

ことができます。 
 

 

 

 ・範  囲  峯浜町からルサ川まで、市街地区から湯ノ沢町までの住宅地。 
 

 ・被害状況  屋根に巣をつくり、糞、騒音などの被害が実際にあること。 
 

 

 

 ・期  間  令和３年６月１０日から令和３年８月９日まで 
 

 ・内  容  巣の回収及び卵、ヒナの駆除 ※親鳥の駆除はできません。 

 

 

 

 駆除をする方法は次の２種類があります。 

 １．施設の持ち主、住民自身による撤去  

  ①役場（産業創生課℡87-2126）へ連絡し、撤去作業を実施する日時を決定。 

  ②役場職員が立会い、持ち主・住民自身が撤去を実施。 

※撤去したものは役場職員へお渡し願います。 

※【注意】高所など危険な作業を伴う場合は「２．の業者による撤去」を選択してください。 

 ２．業者による撤去（撤去費用が必要です。） 

  ①持ち主・住民が業者へ依頼。 

  ②業者と役場（産業創生課）が作業日時の打ち合わせをし、業者が撤去。 

  ※費用は巣や卵、ヒナの数量等により業者が現場を確認し決定します。 

支払方法は業者と打ち合わせ願います。 

  ※時期によって撤去までに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。 
 

撤去業者 

中村電気商会 

(℡８７－２３２５) 

小野建設工業 

(℡８７－２０２４) 
 

  

 被害のある施設等の持ち主の方と異なる場合は相互間で話し合った上で実施 

を決定して下さい。 
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日ごろ、皆様には献血運動に対して、深いご理解とご協力を賜わり心より 

お礼申し上げます。 

   さて、令和３年度第１回目の「献血たすけあい運動」を下記の時間表の 

  とおり実施いたしますのでご協力をお願いします。 

     

 

 

◎移動献血車「ひまわり号」運行時間表 

住 所 場     所 時      間 

船見町 羅 臼 漁 業 協 同 組 合 前 ９：００～１０：３０ 

船見町 羅 臼 ア ポ ロ 石 油 前 １０：５０～１２：００ 

栄 町 大地みらい信用金庫前 １３：３０～１６：３０ 

 

                                

 
 

 

 

 

 

 

 

羅臼町役場 保健福祉課  ８７－２１６１ 

◇ 服薬について ◇ 
 

当日服薬でも献血可能→血圧・コレステロール・鼻炎・尿酸値を下げる薬 

当日服薬しなければ献血可能→痛み止め・市販の風邪薬（病院処方は不可） 

服薬３日間献血不可→抗生物質・血糖値を下げる薬・精神安定剤 

新型コロナウイルス感染症感染対策をしているので、安全に献血できます。 

🔸献血会場の入り口にて、体温測定と消毒液で手指消毒をお願いしています。 

🔸必ずマスクの着用をお願いします。 






